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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和2年6月25日(2020.6.25)

【公表番号】特表2019-523660(P2019-523660A)
【公表日】令和1年8月29日(2019.8.29)
【年通号数】公開・登録公報2019-035
【出願番号】特願2018-560127(P2018-560127)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   7/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｍ  21/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   5/16     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   5/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ    7/00     ３３０　
   Ａ６１Ｍ   21/02     　　　Ｇ
   Ａ６１Ｂ    5/16     １３０　
   Ａ６１Ｂ    5/00     　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】令和2年5月12日(2020.5.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　睡眠潜時を短縮し、睡眠の深さを深め、及び／又は被験者の睡眠時間を延ばす装置であ
って、
　被験者の前頭部に装着されるように適合された、熱伝達面（２００９）を有する前頭部
アプリケータ（２００３、２００３’）と、
　前記熱伝達面を冷却するように構成された１又は２以上の冷却ユニット（２００５、２
０１５’）と、
　前記１又は２以上の冷却ユニットに電気的に結合されて、前記１又は２以上の冷却ユニ
ットの出力及び駆動冷却を調節するように構成されたコントローラ（２００１、２００１
’）と、
　前記被験者からの生理的パラメータを検出するように構成された１又は２以上のセンサ
（２００７、２００７’）と、
を備え、前記１又は２以上のセンサは、前記コントローラに結合され、前記コントローラ
は、前記１又は２以上のセンサによって検出された前記生理的パラメータから前記被験者
が潜水反射を体験しているかどうかを判定し、前記判定に基づいて前記熱伝達領域の温度
又は前記熱伝達領域の冷却タイミングの一方又は両方を調整するように構成される、
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記１又は２以上のセンサは、身体の動き、呼吸数、心拍数、電気皮膚反応、血中酸素
濃度、心電図（ＥＣＧ）信号及び脳電図（ＥＥＧ）信号のうちの１つ又は２つ以上を検出
するように構成される、
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　前記コントローラは、前記被験者が潜水反射を体験しているかどうかを心拍数の低下に
基づいて判定するように構成される、
請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記コントローラは、前記アプリケータの前記熱伝達面の温度を潜水反射が検出される
まで低下させるように構成される、
請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記コントローラは、前記アプリケータの前記熱伝達面の温度を、前記潜水反射応答が
検出された温度又は該温度未満に維持期間にわたって維持した後、前記アプリケータの前
記熱伝達面の前記温度を待機期間にわたって待機温度に上昇させるように構成される、
請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記前頭部アプリケータを前記被験者の頭部に保持するための止め具（２０１、２０３
３）をさらに備える、
請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記１又は２以上の冷却ユニットは、熱電冷却器（２０１５’）を含む、
請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記１又は２以上の冷却ユニットは、前記前頭部アプリケータを通過する流体を冷却す
るように構成される、
請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記１又は２以上の冷却ユニットは、前記前頭部アプリケータ内に存在して前記熱伝達
面と連通する、
請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記コントローラは、前記温度を０℃～３０℃に制御するように構成される、
請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記１又は２以上のセンサは、前記前頭部アプリケータの一部である、
請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記前頭部アプリケータの前記熱伝達面を覆って配置されるように適合された、熱伝導
面を有するカバーをさらに含む、
請求項１に記載の装置。
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